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　本書は，以下の点で，ほかの子ども家庭福祉のテキストとは一

風変わったものとなっている。まず，可能な限り，当事者である

子ども家庭の視点に寄り添い，すべての子どもたちを視野に入れ

て取り組んだ。そして，制度や法律だけでなく，子ども家庭福祉

の原点を考えられるもの，国家試験受験対策に偏らないものをめ

ざした。

　さらに，特徴として，以下の 3 つの力を大切にしており，読者

にはぜひその力の獲得を期待したい。

　第 1 に，実践的であることを念頭においている。さまざまな視

点が必要とされる子ども家庭福祉に携わる者が，実践に活かせる

ように，各章の構成も統一的ではなく，内容に応じて柔軟に読み

やすく工夫している。筆者の立場は違っても，それぞれが大切に

している実践から導きだされた中核的な視点や内容に重きをおい

ている。

　第 2 に，多角的な視点の獲得，そして協働できる力を重視して

いる。その表れの 1 つに，著者の構成がある。フィールドを同じ

くして活動しているが，違った専門性・視点をもった著者で執筆

している。本書で強調している「コラボレーション」をまさにこ

こにも実現している。子ども家庭福祉に携わる人や，興味をもつ

人・学生にとっては，1 つの見方にこだわらず，まず幅のある子

ども理解の視点と，柔軟で俯瞰的な視点をもつことが非常に重要

である。

　最後に，未来を見越して考える視点を意識している。社会福祉

の領域はどうしても目の前の大きな課題に追われがちである。し

は し が き
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かし，子ども家庭福祉領域の将来を見据えて，ビジョンをもつこ

と，支援にあたってライフステージを見越した支援ができること，

そのような力が育成されることを期待したい。

　子ども家庭福祉の領域は，どこの現場をとってみても多くの職

種が関わっている。ソーシャルワーカーのみならず，保育，保健，

心理，教育，医療の専門家，また主任児童委員や児童委員，

NPO の活動家，学校に入っているボランティアなども含む地域

支援者などが関わっている。これらの多くの人たちが，子ども，

家族に直接ケアを行っている。しかし，この実態に対して，行政

側の区分では文部科学省，厚生労働省，内閣府と統括部署が分け

られており，そのために現状では，実践レベルにおいて困難も生

じている。将来的には子どもに関わる支援すべてを包含するよう

な仕組みを形成していくことが重要であろう。本書を手にした若

者がいずれその一翼を担っていくことを期待したい。そのための

第一歩として，本書には，子ども家庭支援に関するさまざまな専

門性をもつ誰もがまずは共通認識として把握すべき内容を盛り込

んだ。

　最後に，本書は初学者の方，実践家の方をおおまかな読者と想

定している。社会福祉を学ぶ学生のみならず，教育，心理の分野

の方々にも社会福祉を知ってもらい，協働することを考えるきっ

かけとしていただくことも視野に入れている。まずは知り，本書

にとどまらず，さらに法律や厚生労働省のウェブサイトなどを調

べることによって，ぜひ子ども家庭福祉の世界への理解を深めて

いただきたい。

2015 年 3 月

山 野 則 子
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序　章
「当たり前の生活」と
子ども家庭福祉

広い視野と知りたいという気持ちをもとう

放課後の校庭で遊ぶ子どもたち（時事通信フォト提供）
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あなたにとって福祉っ
て何だろう

社会福祉というと，高齢者や障がい者の

支援や施設，制度が思い浮かぶ人や，自

身とはあまり関係がない，と思っている

人が非常に多い。しかし，社会福祉の分野には，誰もが経験して

きた「子ども」分野がある。子どもを取り巻く，もっとも身近な

「家庭」をも対象にしている。これらが子ども家庭福祉領域であ

る。

　社会福祉とは，大きくいうと，個人が社会生活していくうえで

遭遇する困難を解決あるいは緩和させていく諸活動を指す。つま

り，ベースに存在するのは生活の視点であり，ここでいう生活と

は，岡村（1983）の説明する「個人が社会生活上の基本的要求
（ニーズ）を社会制度を利用することによって充足する過程」であ

り，「個人と社会制度との間の社会関係によってはじめて成立す

るもの」である。

　生活上のニーズとは，年齢によって違いはあるが，衣食住が保

障される，勉強をする，遊ぶ，いきいきと豊かな生活を送ること

ができる，などさまざまな次元を含むものである。現代社会のな

かで，見過ごしがちであるが，そのニーズが満たされているか，

満たすために支障が起きていないかなどの観点は重要であろう。

　そして，社会福祉援助（ソーシャルワーク）が取り組むべき課題

とは，さまざまなところとの社会関係のバランスをとって生活し

ていく，そのバランスを崩したり（社会関係の不調和），どこかの

関係を断念したり（社会関係の欠損），そのことに弾力をもって対

応する制度がなかったり（社会制度の欠陥），という誰にでも起こ

りうる可能性のある課題なのである。
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当たり前に思っている
生活──本当に保障さ
れているだろうか

社会生活上の基本的要求（ニーズ）は，

現代社会の中では満たされていると考え

られがちである。本当にそうであろうか。

少し，子どもや子どもを取り巻く家庭の実態をみてみよう。

　近年，子どもの学力の低下が指摘されているが，ある地域の高

校における学力・生活実態調査では，親の享楽的モノの買い与え

は子どもの学力にマイナスに作用し，子どもの将来への期待を親

子で話し合っていることが学力や進路にプラスに影響していたと

分析されている。そして，親の経済状況によって，これらの傾向

に明らかに差がみられるとも説明している。学力とは，知識の詰

め込みだけでなく，判断力や意欲も含み（志水 2005），豊かに生

きる力である。

　ある 3 歳児をもつ母親が，子どもが要求するゲーム機を購入し

なければ，子どもが仲間外れやいじめを受けるのではないか，と

不安に思うと語る。表面的にみえる現象は子どもへの不必要なモ

ノの買い与えという問題であり，親は批判される対象になってい

る。しかし真相は買い与えではなく，親の不安であると考えてみ

ると状況が違ってみえてくる。表面的には，物質的ニーズが満た

されているようにみえる現象であるが，親の本意ではなく親の不

安から，子どもにも豊かな生活をもたらしにくい状況が生まれる

といえる。このような問題はさまざまな場面でみられ，一概に

「今の親が甘い」と一言で片づけられない。

　このように子育てのなかで不安に思う親の実態をもう少しくわ

しくみてみよう。第 12 章でくわしくふれるが，ある調査では，

子育て不安を感じている乳幼児の親が，20 年前の 3 倍に増え，

同年代である子どもをもつ親の 3 分の 1 を占めていた（原田・山

野ほか 2004）。この傾向は続いている。また，子育てに行き詰ま
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りを感じる母親に聞き取り調査を実施したところ，行き詰まりバ

ランスを崩していく過程は，決してまっすぐではなく，バランス

を崩したり，気持ちを立て直したり，まさに行ったり来たりの状

況であった（図序─1）。

　さらに，ほかの同年代の親に確認すると，この状況はまさに自

身のことであると共感する親が 80％ を超えていた（山野・田中ほ

か 2013）。しかし，表面的には多くの親がそれほど不安を抱えて

いるとはみえない。

　また，生活基盤となる家庭の経済的状況も厳しい実態にある。

日本は，OECD 加盟国の中で 18 歳未満の子どものいる家庭の貧

困（相対的貧困率→第 9 章参照）が第 1 位であった。就学援助制度
（生活保護家庭とそれに準ずる家庭に就学に関する経費についての補助を

行っている制度）を受けている家庭は，全国平均は 15.6％ にのぼ

り，多い地域では 30％ 弱を占める（2012 年）。

　しかし，こういった認識が社会に十分あるとはいえない。子育

て不安，貧困というと，特殊な個人の問題ととらえ，どこか自分

とは違う世界と認識しているのではないだろうか。これが児童虐

待への認識になるとさらに強くなる。

子どもの世界にどんな
問題が起きているのだ
ろう

児童虐待の件数は年々増加しており，

2013 年度の数値は児童虐待の定義が提

示された 2000 年から約 4 倍になってい

る。暴力行為の件数も増加傾向が強く，ちょうど児童虐待の件数

とほぼ同数が報告されている。少年非行は，低年齢化し，少年法

改正が繰り返されてきた。不登校，いじめの件数も同様で増加傾

向である。すべて実数ではわかりにくい点もあるが，少子化で子

ども全体の数が減っていることを鑑みて，そのなかで占める割合

を考慮すると，決して減少してきているとはいいきれない。
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　親の状況としては，24 時間対応でサービスを提供する側と消

費する側に明らかな境界ができ，保護者は学校などの言いやすい

ところに無理難題も含めて苦情を訴えるというような現象が生じ

ている（小野田 2006）。他方で，2012 年 3 月厚生労働省により，

「児童相談所長または施設長等による監護措置と親権者等との関

係に関するガイドライン」が示され，親権者による子どもの権利

を「不当に妨げる行為」としてさまざまな行為が例示された（第

12 章 Column⑳参照）ことの意義は大きい。

　親たちはイライラする毎日のなかで，子どもや学校など当たり

やすいところに当たっている状態といえよう。そのような状況で

は，対立構造で相手をとらえる視点となりがちである。本人が自

覚しているか否かは別として，それだけ親自身が追い込まれた状

況にあるといえよう。親たちの態度には，子どもの乳幼児期から

日々親となっていく過程がどのような状況であったのかという影

響がみられる。孤立現象から，また周りを過度に気にしながら子

育てしてきた実態からは，他者と協働するプロセスや力が備わり

にくい。

　子ども家庭を支援する専門職は，表面的にみえる問題行動のみ

に左右されるのではなく，その背景を考え，真のニーズを探る必

要がある。

どうすればいいのか
──環境の重要性

このような社会的影響を受けた親の実態

は，子どもたちの育ちに明らかに影響し

ている。さまざまな子どもの問題行動を

生んでいる場合も多い。子どもの実態を検討するには，親や子育

て環境を無視できない。

　先述した 20 年前との比較調査結果において，育児負担感を軽

減する要因は，物理的なサポートがあることと子育て体験がある
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ことであった。物理的なサポートは，子どもを少しの間，預かっ

てくれるつながりをもっているか否か，子育て体験は，子どもの

世話は自分の子どもが初めてではなく経験があるか否かであった。

前者はまさに地域とのつながりや制度の認知があれば可能になる。

後者は，次世代育成を視野に入れて，中高生の教育場面に乳幼児

との関わりを積極的に導入することで可能になる。いずれも地域

との連携は必須である。

　また，子育てに行き詰まりを感じている親へのインタビューか

らは，バランスを崩す影響要因に，今まですでにいわれていた，

精神的，物理的サポートや子ども自身のやりにくさ以外に，「子

どものため」のとらわれ感という要因がみられた（赤尾・山野

2012）。「子どものため」と周りからも常に言われ，自身もそれが

重要であると感じて，プレッシャーになっている実態である。

　批判を気にし，閉塞した状況のなかで子育てしている親への温

かいまなざしと声かけが必要である。そのためには子育てを孤立

させない地域づくりが重要といえよう。子ども家庭福祉は，サー

ビスを単に提供するだけではうまくいかない。サービスを拒否す

る家庭も多く，注意するだけではとらわれ感につながるだけであ

る。そのため支援にあたっての 2 つのポイントを以下に示す。

子ども家庭福祉の対象
の枠組みと援助

2 つのポイントを理解しやすいように，

子ども家庭福祉の対象のとらえ方を，図

序─2 に示す。

　第 1 領域は，「支援者の判断では援助の必要がある」「子ども家

庭が援助を希望する」であるが，ここでは社会福祉のみならず，

医療，心理などの専門職が対応している。直接相談を受け，援助

にあたる直接援助の領域である。

　第 2 の「支援者の判断では援助の必要がない」「子ども家庭が
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援助を希望する」の領域は，直接の援助ではなく，子育てサーク

ルやさまざまな親の会など自主グループへの間接的支援を行うこ

とによって，地域の子育て家庭を広く巻き込んだ形を，当事者中

心だからこそ形成できる可能性がある。地域組織化活動であり，

コミュニティワークの領域である。あくまでも当事者主体で，当

事者がいきいきと子育てしていけるように，当事者同士の活動が

機能しやすいように支援する。地域の子育て支援の重要な役割を

担っている領域である。

　第 3 の「支援者の判断では援助の必要がない」「子ども家庭が

援助を希望しない」領域では，普段から事例検討会や研修，講演

会などを行い参加することによって，支援者が参加者の立場から，

自身では問題と思っていなかった事例を見直すなど第 1・4 領域

に行く前に対応することになり，結果として予防や発見につなが

図序─2　子ども家庭福祉の援助の領域�

（出所）　山野 2007。
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る可能性がある。

　第 4 領域が，「支援者の判断では援助の必要がある」しかし，

「子ども家庭が援助を希望しない」にあたり，親の子どもへの関

心や問題意識が低くサービスを拒否する場合などである。非行少

年や虐待を行う保護者に一方的に指導するのではなく，当事者の

視点に立つ社会福祉の理念や価値に基づいて，真のニーズを探り

対応にあたることが重要であり，社会福祉の専門性の意義が大き

いところである。社会福祉の援助技術である，積極的に出向いて

いくアウトリーチや，代弁していくアドボカシー機能が活用され

るべき領域である。

　子育て家庭に必要なアプローチの 2 つのポイントに話を戻すと，

1 つは，第 2 領域と関連する。当事者主体のコミュニティワーク

である。今まで示した現象から，今求められているのは，子ども

や家庭が自信をもつこと，対処能力をもつこと，つながりをもつ

ことではないだろうか。家庭が主体的に問題を解決していく力を

どう支援するか。代替機能として，ないものを補って提供する，

指導するだけでは，変化が真のものにならない。支援者中心では

なく，親自身が気づき動き出すようにエンパワーメントしていく

ことや，地域のつながりを自ら力にしていけるような支援を考え

ていかなければ，自身が子育てに向かっていける内発的な動きに

なりえない。

　もう 1 つは，第 4 領域と関連する。ソーシャルワークのプロセ

スの基本である，調査⇒アセスメント（事前評価：なぜこんなこと

になっているのか，当事者の視点で真のニーズを探る作業が必要である）

⇒プランニング（援助計画の策定：アセスメントから目標設定しプラ

ンを考える作業）⇒援助の実行⇒モニタリング（見直し：一定期間援

助を実施し援助がどうだったか見直すこと）⇒エバリュエーション
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（事後評価）⇒終結を行っていく。特にアセスメントを社会福祉の

理念に基づいて，子どもに関するそれぞれの現場で行うことが重

要である。

個別的にも制度的にも
つくっていく仕事が社
会福祉

では，そもそも社会福祉の専門職とは何

か。国際ソーシャルワーカー連盟によれ

ば，「ソーシャルワーク専門職は，人間

の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して，社会の変革を進め，

人間関係における問題解決を図り，人びとのエンパワーメントと

解放を促していく。ソーシャルワークは，人間の行動と社会シス

テムに関する理論を利用して，人びとがその環境と相互に影響し

合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は，ソーシャルワー

クの拠り所とする基盤である」（国際ソーシャルワーカー連盟

〔IFSW〕の定義）としている。つまり，子ども家庭福祉の専門職

であれば，子どもへの個別の支援のみならず，家庭や学校，地域

へと働きかける社会変革の視点を有する職業であるといえる。

　ソーシャルワーク専門職は，環境に応答性を高めるように働き

かける。子ども家庭福祉でいえば，環境とは，学校，家庭，親戚，

友人関係，近隣関係，経済状況，幼稚園時代など過去の経緯，な

ど子どもに関わるすべてを指す。そして，働きかけとして，個別

の困っていることへの取り組みというミクロレベル，たとえば校

内システム構築というメゾレベル，たとえば市町村における子ど

も相談システム構築や市町村の教育・福祉協働システムづくりな

ど政策提言に関わるマクロレベルの 3 つのシステムサイズによる

アプローチがある。ミクロの個別の事例のみに役立つだけでなく，

多くの子どもたちの最善の利益につながることを検討し，マクロ

な政策が個々の子どもの生活改善，最善の利益に機能していくこ

とを考える必要がある（図序─3）。
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　さらに，福祉の専門職として，経験に依拠するのではなく，科

学的根拠に基づく実践を展開することが求められる。そのために

は，背景に法律や理論的基盤である知識，社会福祉の価値，上記

に示したようなさまざまなシステムレベルに介入できる技術を保

持していることが重要である。

　前述してきた現代的状況に対応するには，子ども個人の問題と

して把握し変革を求めるだけではなく，地域を主体にしたコミュ

ニティベースドアプローチや，家庭援助を中心にしたファミリー

センタードアプローチを視野に入れていかなければ，社会現象に

まで発展している課題が本質的に改善をみることはないといえよ

う。

　以下の章で述べていく子ども家庭の課題の詳細を，他人事では

なく自身のこととして引き寄せて，変革を担う 1 人として考え進

図序─3　ソーシャルワークの 3つのシステムレベル�

（出所）　山野 2010。



12　　　　　　　　　　　　

めていただくことを推奨したい。その第一歩は知ることである。
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ジェンダー      81
自己肯定感      69
自己効力感      82，97，223
自己主張期      95
自己像      113
事後評価　→エバリュエーション
自殺率      154
思春期      115，130，210
事前評価　→アセスメント
自然分娩      84
GDP      81
児童委員      241，242
児童館      241

児童館ガイドライン      241
児童館職員      121
児童虐待の防止等に関する法律      46，

49，226，236，241
児童憲章      38，44
児童指導員      222，240
児童自立支援施設      218，234
児童自立支援専門員      220
児童心理司      238
児童生活支援員      220
児童相談所      77，124，202，226，236─38，

242，246
児童相談所運営方針      242，226
児童手当      87，105
児童手当法      17
児童の権利に関する条約　→子どもの権

利条約
児童買春，児童ポルノに係る行為等の処

罰及び児童の保護等に関する法律      
17，51

児童発達支援事業      203
児童発達支援センター      202
児童福祉司      238，241，247
児童福祉施設      58，200
児童福祉審議会      244
児童福祉法      17，43，49，62，87，122，155，

218，221，226，236─38，242，244
　──の一部改正      199
児童扶養手当      184
児童ポルノ      51
児童養護施設      107，124，245
私物的わが子観      25
自閉症      151
社会支出      81
社会適応      96
社会的公正      80
社会的効率      80
社会的わが子観      25
社会の宝      93
社会福祉      2
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社会福祉士      241，257
社会福祉の専門性      9
社会保障      101
若年者雇用対策      155，163
若年妊娠      77
自由遊び      97
就学援助制度      5，170
就学援助率      171
就学支援金制度      150
就学時健康診査      201
就学前健診      206
周産期      68
周産期死亡率      73
就職活動      162
終身雇用制      157
授業料無償化      150
シュタイナー学園      149
出産給付金      87
主任児童委員      107，124，241
ジュネーブ宣言      38
準要保護者      170
障害児支援      199
障害児施設・事業      199
障害児通所支援      199
障害児等療育支援事業      205
障害児入所支援      199
障害児福祉手当      205
障害児保育      200
障害者自立支援法      198，201，204
障害者総合支援法      164，198，202，204
障害者の権利に関する条約      207
障害受容      206
障害年金      156
少子化      77，101，159
少子高齢化      47
情緒障害      210，213
情緒障害児短期治療施設      221，245
小児科医      86
少年院      220，234
少年法      19，210，217，220

少年補導（少年警察）協助員      220
職住分類      154
触法少年      210
助産師      76，86
助産施設      77
女性健康支援センター      77
女性に対する暴力の撤廃に関する宣言      

54
所定外労働の免除      74
ショートステイ　→短期入所
自　立      112，157，158
自立援助ホーム      150
自立支援医療      201
自立支援プログラム      180
シングルマザー      77
親　権      127
親権喪失の宣告      244
親権停止      244
人工妊娠中絶      70，77，88
心身障害者扶養共済      206
新生児訪問指導      86
親族里親      245
身体障害      192
身体障害者手帳      204
身体的虐待      226，230，234
身体的発達      92，131
身体的変化      132
心的外傷後ストレス障害　→ PTSD
心的葛藤      95
信頼関係      136
心理指導担当職員      222
心理社会的発達      92，157
心理相談員      200
心理的虐待      227
心理的発達      131
心理的変化      132
スクリーニング      104
スクーリング・サポート・ネットワーク

整備事業（SSN）      56
スクールカウンセラー      57，147，148，
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185，252
スクールソーシャルワーカー      147，

148，254
スクールソーシャルワーカー活用事業      

148，241，252
スクールソーシャルワーク      59，185
スターペアレント      246
ストレス      80
ストレングス      117
生　活      2
生活困窮者自立支援法      176
生活習慣      98，113
生活保護受給率      170
生活保護自立支援プログラム      182，

252
生活保護制度      176
生活保護法      72
性教育      77
精子バンク      76
成　人      19
精神科医      220
精神障害      192
精神障害者保健福祉手帳      204
性的虐待      226，234
性的同一性      114
性的同一性の確立      96
世界人権宣言      38
世界保健機関（WHO）      26
摂食障害      137
セーフティネット      176
0 歳児保育      87
潜在・顕在ニーズ      107
先天異常      77
専門里親      245
専門職      7，10，250
早期教育      94
早期発見      88，237，241
相対的貧困率      5，101，105，124，170
ソーシャルスキルトレーニング      162，

163

ソーシャルワーカー      181
ソーシャルワーク      2，120
卒　乳      94
祖父母学級      76

◆た　行

体外受精      76
待機児童      102
退　行      96
胎児期      68
胎内環境      73
第二次性徴期      132
第二次反抗期      134，135
代理母      76
第六次産業      158
高橋重宏      27
谷昌恒      141
WHO　→世界保健機関
短期里親      245
短期入所（ショートステイ）      204
男女雇用機会均等法      72
地域コミュニティ      69
地域の子育て支援      8
地域若者サポートステーション      163，

186
父親の育児参加      86
知的障害      192
知的発達      131
知的変化      133
注意欠陥／多動性障害（ADHD）      

193，194
中 3 学習会      189
長時間保育      105
通過儀礼      141
通級指導      214
定時制高校      151
ティーンズミーティング      250
適応指導教室      222，252，254
適応能力      97
デート・レイプ      88
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東京シューレ      149
当事者      8，106，250
当事者主体      32
当事者性      68
特定治療支援事業      76
特定妊婦      76
特別支援学級      197
特別支援学校      151，156
特別支援教育      194，214，216
特別児童扶養手当      205
ドメスティック・バイオレンス      53，

227
ドロップアウト      143
トワイライトステイ　→夜間一時保育

◆な　行

内　言      97
難　病      198
二者関係      94
ニーズ      2，6，26
ニーズアセスメント      223
ニート      155，176
日本国憲法      43
乳児院      77，90，107
乳児家庭全戸訪問事業（「こんにちは赤

ちゃん事業」）      87，242，247
乳幼児医療費無償化      104
乳幼児健康診査      104，200
乳幼児と中・高校生のふれあい事業      

90
認定こども園      103，251
妊婦健康診査      74
ネグレクト      23，26，227，236
ノーバディーズ・パーフェクト・プログ

ラム      106，246

◆は　行

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護等に関する法律      55

ハイリスク家庭      78

ハザード      73，97
バージニア権利憲章      36
パーソナル・サポート・サービス      

176
発達障害      193，194，223
発達障害者支援法      194，197，217，219
発達段階      99
母親学級・両親学級      76
母親役割      84
パーマネンシー      28
パラサイトシングル      155
パレンス・パトリエ      37，42
ハローワーク      163
犯罪少年      210
ヒアバイライト      62
ひきこもり      137，140，155，163，176
非　行      5，55，137，182，210，234
非正規雇用      157
PTSD（心的外傷後ストレス障害）      

210
人見知り      83
ひとり親世帯      51，105，174
病児保育      88，105
標準家庭      22
貧困学習会      188
ファミリー・グループ・カンファレンス      

33
ファミリーサポート      103
ファミリーセンタードアプローチ      11，

255
ファミリーソーシャルワーカー      124
フォーマル（公的）な社会サービス      

23
福祉事務所      77，242
父子世帯（父子家庭）      51，105
婦人相談所      77
婦人保護施設      77
ブックスタート      189
不適切な養育　→マルトリートメント
不登校      55，137，176，182，210，213，222，
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234
不妊治療      76
フランス人権宣言      36
プランニング      9，243
フリースクール      149，222
フリーター      155，173
プレイワーカー      121
プレイワーク      120
プレーパーク      120
文化的多様性      32
保育サービス      105
保育士      86，200，207，222，238
保育所      103，203
保育所等訪問支援      205，206
保育所保育指針      207
放課後子ども教室推進事業      122
放課後子どもプラン      122
放課後児童クラブ      121，123
放課後児童健全育成事業      122
放課後デイサービス      204
保健師      76，86
保健所・保健センター      77，202
保護観察官      220
保護司      220
保護処分      218，220
母子及び寡婦福祉法      19
母子健康手帳      73，104
母子自立支援プログラム      184，252
母子生活支援施設      77
母子世帯（母子家庭）      51，105，174
母子保健法      72，75，86，201
ホスピタルクラウン      107
ホスピタルプレイセラピスト      107
母体保護法      70，88
ホームスタート      87
ホームヘルプ      204
ホール，G. S.      134

◆ま　行

マイ・ツリー・ペアレンツ・プログラム      

106，246
マイノリティ      125
マクドナルドハウス      107
マグナ・カルタ      36
マクロ      10，255
マクロな社会環境      118
マタニティブルー　→産後うつ
マノーニ，M.      141
マルトリートメント（不適切な養育）      

116，227，233
ミクロ      10，255
ミクロな環境      118
未熟児      70，77，201
未熟児養育医療      201
未成年後見制度      245
未成年後見人      224
見立て遊び      97
民生委員      124，163
民生・児童委員      107
無利子奨学金制度      180
メ　ゾ      10，255
メディア      121
メディア・リテラシー      125
メディカルソーシャルワーカー      106，

163
沐浴指導      76
モデリング      97
モデル      98
モニタリング      9
モラトリアム期      157
モンスターペアレント      126
問題行動      6

◆や　行

夜間一時保育（トワイライトステイ）      
105，125

夜間高校      151
ユースサービス      143
ユースワーカー      143，144，164
ユニバーサルデザイン      81
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養育里親      245
養護教諭      147
擁護者（アドボケット）      118
養子縁組      77
幼稚園      103
幼稚園教育要領      207
幼稚園教諭      207
幼保一元化      251
要保護児童      242
要保護児童対策地域協議会（要対協）      

51，188，237，238，242，246，252
予　防      73，88，237，247
予防接種      87
予防的介入      255
予防的支援      73

◆ら　行

ライフイベント      80，85
ライフサイクル      80
ライフステージ      29

リアリティショック      162
離　婚      105，118，127，174
離職率      172
リスク      97
リスクアセスメント      243
リスク因子      89
立法権      72
療　育      202
療育訓練      202
療育手帳      204
臨検・捜索      242，243
臨床心理士      148，149，222
ルソー，J.-J.      17，37
レジリエンス      117
連　携      257
労働基準法      72

◆わ　行

ワークライフバランス      81，103
ワンストップサービス      176
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